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生まれる前
～

小学校に入るまで

小学生
～

18歳まで

青年期(若者)





こどもの権利

４つの原則



いじめで悩んでいるときや、友達がいじめられているのを

見たときに連絡してください。

学校に行きたくない、友達とうまくいかないなど、学校生活

の悩みを相談できます。

家庭での困りごとや、自分自身の悩みについて相談できます。

mailto:%20gaku-kyouiku@city.numazu.lg.jp


・電話が苦手な人でも、チャットで気軽に相談できます。

○

学校のこと、家族のこと、ヤングケアラーのことなど、

なんでも相談できます。

○

学校のこと、家族のこと、病気やお金のことなどを

相談できます。

○

名前を言わなくても大丈夫です。



・夜中や休日でも、誰かが必ず電話に出てくれます。

○

いじめや学校の問題など、どんなことでも相談できます。

○

家にいるのがつらい時、虐待かも？と思ったときに電話してください。
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